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障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価の在り方について

論点

 ハローワークにおいては現在でも一定のアセスメントが行われているものの、実施の必要性の判断等が個々の担

当者に任せられている側面があることから、アセスメントの必要性を判断する考え方や実施方法、地域障害者職

業センターや障害者就業・生活支援センターとの連携が必要な場合の考え方等について改めて整理してはどうか。

 職業指導や職業紹介、障害福祉サービスも含めた関係機関への誘導等の支援を行うに当たって、アセスメントの

実施を強化してはどうか。また、就職後も必要に応じて適時アセスメントを実施し、 定着やキャリアアップに

向けた障害者と事業主双方への支援に活用してはどうか。

 なお、障害福祉サービスに係る「新たな就労アセスメント」を受け一般就労を希望している障害者については、

「新たな就労アセスメント」の結果も踏まえ、ハローワークが支援を行ってはどうか。

 また、地域障害者職業センターにおける知見が、「新たな就労アセスメント」を含む就労に係る障害福祉サービ

スにおいても必要に応じて活かされるようにするなど、十分に雇用と福祉の連携を図ることに留意してはどうか。

アセスメント（障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価）については、「障害者雇用・福祉施

策の連携強化に関する検討会報告書」において、障害者の就労能力や一般就労の可能性が十分に把握さ

れておらず、適切なサービス等に繋げられていない場合もあるのではないかといった指摘がされており、

ハローワークにおいては特にアセスメントの機能強化の必要性が指摘されている。

これについて以下のとおり対応してはどうか。
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ハローワークにおけるアセスメントの現状と今後

ハローワークでは、個々の求職者の特性と状況について一定のアセスメントを行い、必要な支援を提供している。今後は、求職者の強みを活かしつつ、就

職実現と就職後の雇用の質の向上に向けて、より効果的な支援に結びつけられるよう、運用の強化を図る。

■現在、ハローワーク（HW）で行っているアセスメント支援について
★今後、拡充していく必要があるアセスメント支援について来所時のアセスメント

■求職者情報の収集や相談記録の作成を通じて、就労する上で必要な配慮の把握や就労困難性の評価を行っている。
★上記に加え、本人の強みの評価を主眼としてアセスメントを行っていく。

初回面談した職員が上記の「来所時のアセスメント」を踏まえて、どのような支援が効果的か見立てている。
■必要に応じて、その見立ての妥当性を組織的に再評価している。
★再評価するかどうかの一定の基準・考え方を整理し、それに則り組織的に再評価していく。

支援に向けたアセスメント

就職準備ができている
求職者向けのアセスメント

就職準備ができていない求職者向けのアセスメント

■求人と本人の適合性について評
価している。
★上記に加え、求人と本人の適合
性とにギャップがある場合であっ
ても、就職実現を果たすことがで
きるよう、環境面の配慮も意識し
て、必要な支援について見立てて
いく。

■障害者就業・生活支援センター、
地域障害者職業センター、就労系障
害福祉サービス事業者等、支援機関
と必要な連携を図っている。
★アセスメントの内容について擦り
合わせを行なう等、一層の連携を図
る。

■面談による聞き取りを通じて、
本人の課題（障害受容が不十分
等）を把握している。
★精神障害者雇用トータルサポー
ター等のノウハウを共有し、他の
職員等でも更なるアセスメントを
行っていく。

■以下を通じて、精神障害者トータルサポー
ター等の更なるアセスメントを実施している。
・面談による課題やニーズ等の詳しい聞き取り
・就労パスポート等の作成支援
・MSFAS等のアセスメントツールの活用
・職場実習・就職準備プログラムの実施
・他機関が実施した準備支援等の情報共有

【主な支援】 職業相談、職業訓練、職場実習、職業紹介、支援機関や就労系障害福祉サービス事業者との連携

就職後のモニタリング

■電話等で定着状況について把握している。
■必要に応じて事業所を訪問し、事業主と障害者双方の意見を確認しながら、職場適応に向けた助言を行っている。
★事業所訪問や職場適応に向けた助言を行う必要があるかどうかの判断について、一定の基準・考え方を整理していく。
★定着状況や本人の希望を踏まえ、適時アセスメントを実施し、業務範囲や勤務時間の拡大等のキャリアアップに向けて、双方に対して支援していく。

【支援機関を利用している者】 【支援機関を利用していない者】 【支援機関を利用していない者
（うち、精神・発達障害者）】

ｖ■それぞれのアセスメントを踏まえ、担当職員が支援プロセスを見直し、必要に応じて、組織的に確認。
★組織的な確認を一定期間毎に行っていく。（その結果、必要に応じて、HW以外の支援機関や就労系障害福祉サービス事業者へ誘導していく。）

支援機関
障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業
センター等で、より専門的なアセスメントの実施

就労系障害福祉サービス
（就労継続支援A型・B型事業所、
就労移行支援事業所等）

ｖ★アセスメントツールの活用を含む専門的なアセスメント手法を、より多くの場面で実施できるよう、研修を通してHWの職員等の専門性を高めていく。
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障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書①
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• 障害者にとってどのような福祉施策や雇用施策のサービス等がふさわしいかの判断が現場の個々の担当者

に任せられているのではないか

• そのため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把

握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない場合もあるのではないか

• ハローワークにおいても、来所した障害求職者に対して、必ずしも統一的な評価の下、求職活動の支援が

開始されているとは言えない状況にある

アセスメントの在り方についての課題

アセスメント（障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価）の在り方については、 「障害者雇用・福祉施策の

連携強化に関する検討会報告書」（令和３年６月８日とりまとめ）において以下のとおりの整理がなされた。

• 将来的には、福祉・雇用それぞれのサービス等を選択・決定する前の段階で、「共通の枠組み」によるア

セスメントの実施が望ましい

• まずは福祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメントについて、実効あるものとなるよう仕組

みの構築又は機能強化を図る

アセスメントの在り方の方向性

課題と方向性



障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書②
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• 障害者本人のニーズを踏まえた上で、一般就労の実現に向けて、納得感のあるサービス等を提供するため

に実施するもの

• 障害者本人の能力のみならず、環境面で何が必要かを明らかにすることも重要

• アセスメントのプロセスや結果が障害者本人と共有されることにより、本人にとっても、自己理解を深め、

必要な支援を検討する際の一助となるもの

• 本人の就労能力や適性、可能性等を一方的に決めつけたり、特定のサービス等への振り分けを行ったりす

るものにならないよう留意する必要

アセスメントの目的

• 実施を希望しない場合を除き、障害や就労能力の程度にかかわらず、職業経験を有する者等も含め広くア

セスメントを実施することが重要

• 雇用施策においては、例えばハローワークで職業紹介を希望する者について、どのような状況ならアセス

メントが必要で、どのように実施するのか具体的な整理が必要

アセスメントの対象者

当面の対応策の実施内容



障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書③
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• 雇用支援の現場では、特に、職業経験を積んでいない者であって就労系障害福祉サービスを介さずに直接

一般就労を希望する者、中途障害者など障害発生後始めて就労する者、職業経験はあるが一定期間就労し

ていない者、離転職を繰り返す者を中心に、求職活動に入る前に、必要な者に対しては一定アセスメント

を実施し、アセスメントの結果を参酌しながら、職業指導等を実施することを検討

• アセスメントの結果については、本人にフィードバックし、自己理解を促すことも必要

アセスメント結果の活用

• 障害者本人との面接や関係機関等からの情報収集に加えて、標準的なツールを活用

• 把握した事実をどのように解釈するかは重要かつ困難な課題であることを踏まえ、例えばケース会議等を

通じて、障害者本人や関係者の視点も踏まえて検討していく必要

• アセスメントの結果については、関係者で共有し、サービス等の利用の開始後にも、実施機関等に引き継

がれることが望ましい

• 福祉分野で行うアセスメントに係る雇用分野との連携として、例えば、地域障害者職業センターがアドバ

イスをする

アセスメントの実施方法や運用面での留意点

• アセスメントの質を担保するには、アセスメントする人材の能力・スキルが最も重要であることから、そ

の育成、確保についても併せて検討する必要

アセスメントの実施主体や質の担保



①特別支援学校から一般企業への就職が約３２．０％ 就労系障害福祉サービスの利用が約 ３１．４％

② 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、 令和元年は約２．２万人が一般

就労への移行を実現

一般就労への

移行の現状

就職

企 業 等

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
2,460人/ H18 1.9 倍
3,293人/ H21 2.6 倍
4,403人/ H22 3.4 倍
5,675人/ H23 4.4 倍
7,717人/ H24 6.0 倍
10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍
19,963人/ H30 15.5倍
21,919人/ R1 17.0倍

障害福祉サービス
大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．４万人

・就労継続支援Ａ型 約 ７．２万人

・就労継続支援Ｂ型 約２６．９万人

（令和２年３月）

雇用者数

約５７．８万人

（令和２年６月１日）

※45.5人以上企業

※身体、知的、精神の
手帳所持者

13,269人/年
（うち就労系障害福祉サービス 7,075人）

7,204人/年714人/年 特別支援学校
卒業生22,515人（令和２年３月卒）

（令和元年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

１０３，１６３件
※A型：19,388件
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障害者総数約９６５万人中、１８歳～６４歳の在宅者数約３７７万人
（内訳：身体101.3万人、知的 58.0万人、精神217.2万人）（内訳：身体436.0万人、知的 109.4万人、精神419.3万人）

※ 身体障害者数及び知的障害者数は、生活のしづらさなどに関する調査及び社会福祉施設等調査等による身体障害者手帳及び
療育手帳の所持者数等を元に算出した推計値、精神障害者数は、患者調査を元に算出した推計値。
このほか、就労支援施策については、難病患者等が対象になる。



現行の障害者就労支援の流れのイメージ（就労系障害福祉サービスの利用 又は 一般企業への就職まで）

市町村
（就労系障害福祉サービスの利用）

ハローワーク
（マッチング等）

地域障害者
職業センター

企業

就労移行支援事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

障害者就業・
生活支援センター

障
害
者
本
人

就労移行支援
を希望する場合

就労継続支援Ｂ型
を希望する場合

就労継続支援Ａ型
を希望する場合 就労継続支援Ａ型事業所

支給決定

※就労移行支援
等が実施

支給決定

支給決定

就労アセ
スメント

暫定支給
決定

※ 第２回ＷＧで議論されたアセスメントの場面を示したもの

将来的な
アセスメントの場面

当面の
アセスメントの場面

当面の
アセスメントの場面
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各機関において実施しているアセスメントについて

目的 アセスメントを行うタイミング 手法

ハローワーク

・ 障害者がその能力に適合する職業に就くこと
ができるよう、必要な措置を講ずる

・ 原則として、求職受理の直後の時点であっ
せん計画（障害者就労支援計画）を策定

・ ハローワーク職員又は相談員が実施
・ 面接、障害者職業相談補助シート、関係機
関からの情報の入手等

地域障害者職
業センター

【①職業評価によるアセスメント】
対象者の職業的自立に向け、職業能力・適
性に関する現状と今後の知見と見通しを得、職
業リハビリテーション計画をたてる

【②支援の実施を通じたアセスメント】
支援計画及び支援自体の検証、修正を行う

【①について】
主として地域センターの利用開始時点におい
て実施（計画の策定時）

【②について】
各支援の実施を通じて、常時アセスメントを
実施（計画及び支援の検証・修正）

【①について】
・ 障害者職業カウンセラーが実施
・ 面接、心理的検査、ワークサンプル法、模
擬的就労場面、職務試行法及びそれらを
通じての行動観察等

【②について】
・ 障害者職業カウンセラー及びジョブコーチ
等が実施
・ 支援を通じての面接、行動観察

障害者就業・
生活支援セン
ター

・ 支援対象障害者に対して支援を実施する際、
障害の状況や経緯、課題等を把握する。
・ センター内で具体的な支援が必要であると考
えられる場合には、個別支援計画を策定。
・ 問題解決のために他の関係機関の支援が必
要な場合は、関係機関との連絡調整を実施。

・ ナカポツセンターの利用開始時
・ 支援開始後の状況の変化を踏まえ、適宜
見直しを実施

・ 主任就業支援担当者、又は就業支援担当
者が実施
・ 面接、基礎訓練（職場体験を含む）、職場
実習のあっせん
・ 一部のセンターで、ワークサンプル法等も実施
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各機関において実施しているアセスメントについて

目的 アセスメントを行うタイミング 手法

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

１ サービス等利用計画の策定にかかるアセスメント

特定
相談支援
事業所

当該障害者等と利用契約を締結した特定相
談支援事業所は、利用者本人・家族の立場
に立ち、自立した日常生活及び社会生活を営
むことができるよう、利用者・家族の生活に対す
る意向、総合的な援助の方針、生活全般の
解決すべき課題、提供される障害福祉サービ
ス等の内容等記載した「サービス等利用計
画」を策定。

・ サービス等利用計画の作成に先立ち、適切
な方法により行ったアセスメント等に基づき、
計画を策定（サービス等利用計画案の作成
前にアセスメントを実施）。
・ 障害福祉サービス利用中は、計画やその実
施状況が適切であるかどうか等につき、定期
的にモニタリングを行い、必要な見直し等を行
う。

・ 相談支援専門員が実施。
・ 居宅等を訪問しての利用者・家族との面接、
就労アセスメントの実施結果、特別支援学校
等の関係機関等からの情報収集等により実施。

就労移行支援
就労継続支援

（A型）

の利用希望が
ある場合

当該サービスの利用が適切か否かの客観的な
判断を行うため、就労移行支援・就労継続支
援A型における暫定支給決定（アセスメントを
目的とした短期間のサービス利用）により実際
に当該サービスを暫定的に利用する中でアセス
メントを実施。

・ 当該サービスの利用を希望する場合
に、それに先立ち実施。

・ 2ヶ月以内の範囲で当該サービスの
暫定的利用期間を設定。

就労移行支援事業所・就労継続支援A型
事業所が各サービスを提供する中で、面
接、模擬的就労場面、各種検査の他、各
事業所の生産活動の機会等を活用して情
報収集を行う。

就労継続支援
（B型）

の利用希望が
ある場合

就労面に関するニーズや課題を把握し、サービ
ス等利用計画策定の参考とするため、就労移
行支援事業等（※1）において「就労アセスメン
ト」を実施（※2)。
（※1）就労移行支援事業所のほか、障害者就業・生活支援セン

ター、 自治体設置の就労支援センター及び障害者職業能力開発
助成金による能力開発訓練事業を行う機関での実施。

（※2) 就労経験がない者（特別支援学校の卒業生等）等は就労
アセスメントの実施が必須。

・ 当該サービスの利用を希望する場合
にそれに先立ち実施。
・ 2ヶ月以内の範囲で就労移行支援事
業等の利用期間等を設定。

就労移行支援事業所等が「就労アセスメ
ント」として、面接、模擬的就労場面、
各種検査等を活用して情報収集を行う。

２ 個別支援計画の策定にかかるアセスメント

就労系障害福
祉サービス

就労移行支援
就労継続支援A・B型

就労定着支援

サービス等利用計画を踏まえて、各サービスに
おける支援目標、支援内容を定めた「個別支
援計画」を策定するため、各事業所においてア
セスメントを実施。

・ サービス利用開始時点で実施。
・ サービス利用中も個別支援計画が適切で
あるかどうか、定期的にモニタリングを行い、必
要な見直しを行う。

・ 事業所のサービス管理責任者が実施。
・ 利用者等の面接、模擬的就労場面、

各種検査等を活用して情報収集を行う。
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地域障害者職業センターにおける職業評価
【実施の目的】
利用障害者が職業生活における自立を最も効果的に果たすことができるよう、各種の方法を通じて職業能力・適性に関する現状と将来性

についての知見と見通しを得て、適切な職業リハビリテーション計画の策定を行う。
また、職業リハビリテーション計画策定後において、支援計画及び支援自体の検証、修正を行う。

【実施対象者】

地域障害者職業センター（以下、「地域センター」という。）の利用を希望する者で、自身の職業能力・適性、職業上の課題やその対処
法、働く上で企業側に配慮を要する点などを把握することを希望している者。
また、上記と併せて職業準備支援、ジョブコーチ支援又はリワーク支援の利用を希望している者。

【実施する場面、タイミング】
主として、地域センターの利用開始時点において実施（職業リハビリテーション計画策定）。
また、各支援の実施を通じて、常時実施（支援計画及び支援自体の検証、修正）。

【実施方法】
・個人の諸特性を明らかにするため、右図の体系にある方法
により実施するが、どの方法をどの段階で用いるかは一様
ではなく、利用障害者の置かれている状況やニーズ等に
よって各方法を組み合わせながら実施。

・所要時間についても一様ではなく、半日～数日かけて実施
する場合などさまざま。

・職業評価を実施した後は、職業能力・適性等の評価結果を
基礎とし、労働市場の状況及び利用障害者の置かれている
状況等を総合的に勘案しながら、「現状と支援の方向性」
「具体的目標」「地域センターが提案する支援内容」「協
力を求める機関及び内容」等によって構成される『職業リ
ハビリテーション計画』を策定し、利用障害者等へ提示・
説明を行う。

・職業リハビリテーション計画は、固定的にとらえるべきで
はなく、支援の各段階において必要に応じて計画内容の見
直しを行い、再策定する。

①面接・調査

②心理的・生理的検査

③ワークサンプル

④模擬的就労場面における
職業評価

⑤職務試行法
行

動

観

察

職業リハビリテーション計画の策定

図：地域センターにおける職業能力・適性等の評価法の体系

【実績】令和元年度
地域センター利用者数：30,925人
うち、職業評価実施（実人数）：13,449人

支援ニーズ

職業評価の実施

職リハ計画
の策定(再策定）

支援結果の
振り返り

支援の実施

図：地域センターにおける
職業評価に基づいた支援
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【地域障害者職業センターにおける職業評価で把握する項目の内容の一例】

身体的側面（主に医学的及び生理的要素に

関すること）

・身長、体重、視力、視野、聴力、握力等

・関節可動域

・体位（立ち方、しゃがむなど）

・動作（歩行、階段の昇降、重量物の持ち

上げ、運搬など）

～基本属性等～

・氏名、年齢、住所、連絡先

・成育歴

・教育・訓練歴

・障害（疾患）名、既往歴

・職歴（退職理由や障害告知の有無）

・経済状況や支援体制

～希望・ニーズ～

・働く動機

・希望職種、希望条件（就業形態、労働

時間や日数、賃金、通勤可能な範囲等）

・働く上での心配事

・支援機関にサポートしてほしい内容

・就職活動の考え方（障害の開示・非開示

開示する際の範囲など）

・職業評価で把握する項目は、一律的にできうる限りの情報を収集
するのではなく、利用障害者の個別の状況に応じて、職業的自立を
実現できるよう支援を行うに当たって、必要な情報収集に留める。

精神的側面（主に知能、性格等に関するこ

と）

・学習する能力、記憶力、判断力等

・性格傾向、思考傾向、困難に直面した際

の対処方法など

・調子を崩しやすい・苦手な場面

・調子を崩した時の対処方法等

社会的側面（主に社会生活を営む上で必要

と考えられる基本的事項に関すること）

・日常生活動作（生活リズム、食事、身だ

しなみ等）

・社会生活能力（仕事に必要な移動能力、

日常会話やあいさつ、説明などといった

意思交換能力、協調性、健康管理等）

職業的側面（主に職務遂行能力に関するこ

と）

・労働意欲（働くということを理解してい

るかなど）

・職業適性

・作業能力・技能（作業耐性、作業工具の

使用ができるか、作業量、正確さ等）

・習熟度

・職業興味

・作業態度

【留意すべき事項】
・障害は環境との相互作用によって、その程度が変わることを念頭に置く。
・「模擬的就労場面」や「職務試行法」を活用し、そこでの作業支援や支援者の介入により、「面接・調
査」「心理的・生理的検査」「ワークサンプル法」では十分把握することが難しい、集団との係わりや時
間経過に応じた変化や労働習慣を把握する。
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ワークサンプル幕張版（ＭＷＳ）

○ 就労支援の場において、障害者の職業能力を評価す
ることに加え、作業上必要となるスキルや補完手段の
方法などを把握し、支援するためのツールとしてＪＥ
ＥＤが開発。

○ OA作業（数値入力や検索修正など）、事務作業（物
品請求書作成や作業日報集計など）、実務作業（ピッ
キングやプラグタップ組立など）の３分類、16のワー
クサンプルで構成され、評価のための簡易版と、訓
練・補完手段獲得等のための訓練版がある。

○ 利用者の希望職種なども踏まえつつ、障害特性や作
業能力等把握したい事項によりワークサンプルを選択
し、実施する。

（出典）障害者職業総合センター「ワークサンプル幕張版（MWS）改
訂・新ワークサンプル開発のご案内」

職業評価で用いるツール例

幕張ストレス・疲労アセスメントシート（ＭＳＦＡＳ）第３版

○ 就労支援の場において、ストレス・疲労を把握し、対処方法を検討する
ツールとして、ＪＥＥＤが開発。

○ カテゴリーごとにシートが構成されており、本人の特性に応じて第２版
や第３版（Ⅰ）～（Ⅳ）各シートを柔軟に組み合わせて活用する。

○ 職業相談にあたり、①基本情報を共有し、②自己理解を促進し、③具体
的な対処方法を検討するために、各場面で活用できる。

利用者用シート

Ａ 自分の生活習慣・健康状態をチェック
する

Ｂ ストレスや疲労の解消方法を考える

Ｃ ソーシャルサポートについて考える

Ｄ これまで携わった仕事について考える

Ｅ 病気・障害に関する情報を整理する

Ｆ ストレスや疲労が生じる状況について
整理する

支援者（相談）用シート

G 医療情報整理シート

H ストレス・疲労に関する探索シート

I 服薬／治療・リハビリの経過整理シート

J 支援手続きの課題分析シート

K 対処方法の検討シート

L 支援計画立案シート

M フェイスシート

（例）第３版 （Ⅳ）うつ病（求職者）シートＦの一部

（出典）障害者職業総合センター「幕張ストレス・疲労アセスメント
シート MSFASの活用のために」

職業評価の実施方法のうち、③ワークサンプル、④模擬的
就労場面における職業評価で活用している。

職業評価の実施方法のうち、①面接・調査で活用している。
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障害者の就業支援のために開発された主なアセスメントツールについて

ツール 対象者 実施主体 目的 手法 タイミング

ワークサンプル幕張版
（MWS）

障害者全般

地域障害者職業セ
ンター / 一部の就
労移行支援事業
所 / 一部の障害
者就業・生活支援
センター等

就労支援の場において、OA・事務作業や実務
作業を通じて障害の状況や作業能力を把握す
るとともに、補完手段の確立のための支援方法
検討するために活用。
評価として用いる簡易版と、作業能力向上・補
完手段の確立等のための訓練版がある。

支援者がさまざまな作
業種目の検査ツールを
用いて実施

職業評価
職業準備段階、職場
復帰段階等における作
業支援

幕張ストレス・疲労ア
セスメントシート
（ＭＳＦＡＳ）

精神障害者
等

地域障害者職業セ
ンター / 
一部の就労移行支
援事業所 等

職業相談にあたり、①基本情報を収集し、②
自己理解を促進し、③ストレス・疲労の具体的
な対処方法を検討するために活用。

障害者が主体的に記
入する利用者用シート
と支援者が主体的に記
入する支援者用シート
があり、どちらも協同で
作成する。

職業相談・職業評価

ナビゲーションブック
発達障害者
等

地域障害者職業セ
ンター / 
一部の就労移行支
援事業所 / 一部の
障害者就業・生活
支援センター 等

職業相談等にあたって、①障害者自身の理解
をより深めるとともに、②障害者自身の特徴や
セールスポイント、障害特性、職業上の課題、
事業所に配慮してほしいこと等をまとめて、事業
主や支援機関に説明する際に活用。

障害者自身の気付きと
支援者によるアセスメン
ト等を通じて、障害者
本人が主体的に作成

職業相談
就職・職場復帰段階

就労移行支援のため
のチェックリスト

障害者全般
就労移行支援事
業所 等

就労移行支援事業所等が個別支援計画を作
成し、就労支援サービスを進めていく中で、対象
者が就労に移行するための現状を把握する。

実施主体者が一定期
間対象者を観察し、
「日常生活」「職場での
対人関係」「職場での
行動・態度」等に関する
チェックリストに沿って作
成

個別支援計画の作成
段階、支援期間中の
諸段階

就労支援のための
チェックリスト（訓練生
用及び従業員用）

特別支援学校
生徒、訓練生、
福祉機関利用
者（訓練生
用）
在職障害者
（従業員用）

教育・訓練、福祉
機関の作業指導や
訓練等の担当者
（訓練生用） / 
職場の雇用管理・
指導担当者（従
業員用）

教育・訓練場面において、就労に向けた課題を
具体的にして効果的な支援を行う。（訓練
用）
就労の場において、就労を継続するに当たり課
題を具体的にして、効果的な指導、職場適応
や作業能率の改善に役立てる。（従業員用）

実施主体者が一定期
間対象者を観察し、
「日常（職業）生活」
「対人関係」「作業力」
「作業（仕事）への態
度」に関するチェックリス
トに沿って作成

一定期間経過した後の
訓練・就業状況等を振
り返る際（年3回程
度）
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構研究

就労困難性（職業準備性と就労困難性）の評価に関する調査研究について

就労移行前の相談支援等の現場において利用者の就労困難性に関する現状を把握する評価ツールとして活用してもらうことで、利用

者の現状に適した就労の場や必要な支援サービスへの繋ぎに役立つことが期待できる。

障害者の就労（就労系障害福祉サービスを含む。）への移行にあたっては、移行前の相談支援において障害者本人の現状に適した就

労の場や必要な支援サービスを相談するため、就労困難性（職業準備性と就労困難性）の評価を実施することが必要である。

これに資するツールとして、例えば、「就労移行支援のためのチェックリスト」があるが、この評価ツールが開発されてから10年

以上時間が経過しており、就労移行前の相談支援の現状も踏まえた評価ツールを開発することが必要となっている。

背景

目的

本調査研究は、就労困難性評価ツールの利用ニーズ等を調査したうえで、就労移行前の相談支援等（就労移行後に就労困難性に直面

し、必要な支援を検討する場面も想定。）の現場において障害者本人に適切な就労の場や必要な支援サービスに繋ぐ際に役立つ就労困

難性評価ツールを開発することを目的として実施する。また、関係施策の企画立案に資するものとする。

成果の活用

令和２年度～４年度（３年計画）

実施期間
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新たな就労アセスメントのイメージ

•適切なサービス利用に繋げるため、就労系障害福祉サービスを利用する全ての者に対して、サービスの選択・決定より

前にアセスメントを実施し、その結果を支給決定等において勘案する仕組みを検討してはどうか。

•適切なアセスメントの実施のため、一般就労に向けた見立てが可能な主体が担い手となる仕組みを検討してはどうか。

•担い手が十分確保できるよう、事業者の参入を促しつつ、実施に要する費用が適切に確保される仕組みを検討してはど

うか。また、円滑に新たな仕組みが導入できるよう、段階的な対象者の拡大を検討してはどうか。

検討の主な視点

障
害
者
本
人

支
給
決
定

ハローワーク
障害者就業・生活支援センター
地域障害者職業センター
職業能力開発機関

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の
作
成

一般就労のニーズがあり、適性のある対象者を
雇用分野の窓口へ的確に誘導する

個
別
支
援
計
画
の
作
成

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

支
給
決
定
の
更
新

ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
の
作
成

多
機
関
連
携
に
よ
る
ケ
ー
ス
会
議

評価・解釈

作
業
場
面
等
を
活
用
し
た
状
況
把
握

事実の把握

新たな就労アセスメント

再
ア
セ
ス
メ
ン
ト

就労継続支援
Ａ型事業所

就労継続支援
Ｂ型事業所

就労移行支援
事業所
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段階的に対象者を拡大する

流れの概略イメージ

勘案

就労系障害福祉
サービスの利用希望

見立てが可能な主体が担う
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新たな就労アセスメントの内容・実施方法の方向性のイメージ

• アセスメントの実施主体以外の地域の関係機関とアセ

スメント結果を共有し、その後の適切な支援につなげ

ていくために、ケース会議の開催を促す方向で検討し

てはどうか。

• ケース会議の実施を通じて、本人や家族にもアセスメ

ント結果を共有することで、自己理解を促進するとと

もに、的確に本人の選択を支援する方向で検討しては

どうか。

• 複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立

性の担保を図る方向で検討してはどうか。

• 実際の作業場面等を活用し、相談場面等では把握しに

くい、就職に必要な能力の整理をする方向で検討して

はどうか。

• アセスメントに必要な情報の整理がスムーズに行える

ようにするため、必要な視点が網羅された項目立てに

沿って状況の整理が進められるツールも活用する方向

で検討してはどうか。

• 一般就労に向けた課題に留まらず、強みや今後の伸び

しろ、本人のニーズも含めて、本人と協働して状況を

整理できるよう実施していく方向で検討してはどうか。

作業場面等を活用した状況把握の検討イメージ 多機関連携によるケース会議の検討イメージ

イメージ

ニーズの把握 作業場面での状況把握 協働して状況を整理
多機関連携による

ケース会議
ツールの活用
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19（出典）障害者職業総合センター職業センター支援マニュアルNo.１３「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム ナビゲーションブックの
作成と活用」

ナビゲーションブック

○ 障害者自身の特徴やセールスポイント、障害特性、
職業上の課題、事業所に配慮してほしいこと等をま
とめて、事業主や支援機関に説明する際に活用する
ツール。

○ 障害者自身の気づきと支援者によるアセスメント
等を通じて、障害者本人が主体的に作成する。

○ 発達障害者向けのツールとしてＪＥＥＤが開発し
たものだが、発達障害者以外も利用できる。

障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例
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就労移行支援のためのチェックリスト

○ 就労移行支援事業者が対象者について支援すべき事項を明らかにするためのツールとして、ＪＥＥＤが作成。
○ 「必須チェック項目」（個別支援計画を策定するに当たって重視すべき項目）と、「参考チェック項目」
（就労移行支援をよりよく進めるために参考となる項目）があり、個別支援計画を作成し、就労支援サービス
を進めていく中で、対象者が就労に移行するための現状を把握することができる。

（出典）障害者職業総合センター「就労移行支援のためのチェックリスト」

必須チェック項目

日常生活 ・起床 ・生活リズム ・食事 ・服薬管理 ・外来通院
・体調不良時の対処 ・身だしなみ ・金銭管理
・自分の障害や症状の理解 ・援助の要請 ・社会性

働く場での
対人関係

・あいさつ ・会話 ・言葉遣い
・非言語的コミュニケーション ・協調性
・感情のコントロール ・意思表示 ・共同作業

働く場での
行動・態度

・一般就労への意欲 ・作業意欲 ・就労能力の自覚
・働く場のルールの理解 ・仕事の報告 ・欠勤等の連絡
・出勤状況 ・作業に取り組む態度 ・持続力
・作業速度 ・作業能率の向上 ・指示内容の理解
・作業の正確性 ・危険への対処 ・作業環境の変化への対
応

各項目について、５段階又は２段階のチェックを行う。

参考チェック項目

・仕事の自発性 ・仕事の準備と後片付け ・巧緻性 ・労働福祉的知識
・家族の理解 ・交通機関の利用 ・指示系統の理解 ・数量、計算 ・
文字

障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例

20
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就労支援のためのチェックリスト

○ 特別支援学校や職業訓練機関、福祉施設等の利用者について就労に
向けた課題と効果的な支援を明らかにするための訓練生用版チェック
リストを、また在職障害者の就労継続に向けた課題と効果的な指導等
を明らかにするための従業員用版のチェックリストをＪＥＥＤが作成。

○ 訓練生用チェックリストにおいては、一定期間の観察のもとに、日
常生活、対人関係、作業力、作業への態度について、4段階でチェッ
クする。時系列で同じ内容をチェックすることで改善の様子や支援の
効果が見られる。従業員用チェックリストにおいては、職業生活、対
人関係、作業力、仕事への態度についてチェックする。

（出典）障害者職業総合センター「就労支援のためのチェックリスト活用の手引き」

障害者の就業支援における主なアセスメントツールの例

21



障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書について

障害者本人を中心としたシームレスな就労支援を提供することを通じて、障害者がより働きやすい社会を実現していくために、雇用施

策と福祉施策の更なる連携強化に向け、必要な対応策について具体的な検討の方向性を議論し、報告書を取りまとめ。

○ 働くことを希望する障害者に対しては、本人のニーズを踏まえた上で、一般就労の実現に向けて納得感のある支援を提供するため、

・ まずは福祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメント(ニーズ把握、就労能力や適性の評価)の仕組みを構築・機能強化

・ 将来的には、福祉・雇用それぞれのサービス等を選択・決定する前の段階で、「共通の枠組み」によるアセスメントを実施 等

○ 「障害のある人もない人も共に働く社会」を目指し、多様な働き方が広がる中、障害者本人のニーズを踏まえた上で、「一般就労」の

実現とその質の向上に向けて、障害者本人や企業等、地域の就労支援機関を含むすべての関係者が最大限努力すること。

※ 報告書の概要を職業安定局及び障害保健福祉部において整理したもの

（１）障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価の在り方

第１ 障害者の就労支援における基本的な考え方

第２ 雇用施策と福祉施策の連携強化に関する対応策の具体的な検討の方向性

○ 両分野の基礎的知識・スキルが不十分、研修機会が限られている等により、専門人材が質・量ともに不足しているため、

・ 雇用・福祉の分野横断的な基礎的研修の確立、専門人材の高度化に向けた階層研修の創設など、研修体系の見直しを実施

・ 一定の「資格」化等を通じ、専門人材の社会的認知度の向上や社会的・経済的地位の向上等による専門人材を確保 等

（２）障害者就労を支える人材の育成・確保

○ これまでの連携では十分な対応が出来ていない、支援内容に重複があるといった課題や、企業等への支援ニーズにも対応するため

・ 企業等での働き始めの時期、一時的な不調時、加齢等により雇用継続が困難な場合の、企業等で雇用されている間における就

労継続支援事業の利用の取組を実施

・ 障害者就業・生活支援センターは、基幹型の機能も担い、地域の支援ネットワークを強化、充実

・ 就労継続支援Ａ型事業所の役割や在り方について、改めて整理 等

（３）障害者の就労支援体系の在り方

今後、労働政策審議会障害者雇用分科会及び社会保障審議会障害者部会において制度所管ごとに具体的な議論を進める。 22



障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う
「障害者就業・生活支援センター」を設置（令和３年４月現在 336センター）

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～7名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援
事業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必
要とする障害のある方に対し、センター窓
口での相談や職場・家庭訪問等を実施しま
す。

＜就業面での支援＞

○就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、
職場実習のあっせん）

・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援

○障害のある方それぞれの障害特性を踏ま
えた雇用管理についての事業所に対する
助言

○関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理
等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

業務内容雇用と福祉のネットワーク

【令和２年度実績】
支援対象障害者数： 204,394人
相談・支援件数： 支援対象障害者 1,280,416件 事業所 437,536件
就職件数（一般事業所）： 14,984件 就職率： 72.7％
定着率（１年）： 81.2％

障害者就業・生活支援センターの概要
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